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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の保持部材と、
　該第１の保持部材に開閉可能に取り付けられ、前記第１の保持部材とともにレンズ鏡筒
を締め付けて該レンズ鏡筒を保持する第２の保持部材と、
　前記第２の保持部材に前記レンズ鏡筒を締め付けるための力を作用させる締め付け機構
とを有し、
　前記締付け機構は、
　前記第２の保持部材に設けられた係合面と、
　前記第１の保持部材に設けられ、回動操作されることによって前記係合面に対して進退
するよう直進移動し、かつ前記係合面に当接可能な当接面を備えた締付け部材とを有し、
　前記当接面と前記係合面のうち少なくとも一方が、前記締付け部材の移動方向に対して
傾きを有しており、
　前記締め付け部材は、
　前記回動操作に応じて直進移動する第１の部材と、
　前記当接面を備え、前記第１の部材に対して相対回転可能な状態で取り付けられた第２
の部材とを有して構成されていることを特徴とするレンズ鏡筒保持装置。
【請求項２】
　前記締付け機構は、前記締付け部材を前記回動操作に応じて直進移動させるネジ結合部
と、前記締付け部材を付勢する付勢部材とを有し、



(2) JP 4280649 B2 2009.6.17

10

20

30

40

50

　前記ネジ結合部の結合が外れた状態において、前記締付け部材は、前記付勢部材の付勢
力によって前記当接面が前記係合面に当接する当接位置に保持されることを特徴とする請
求項１に記載のレンズ鏡筒保持装置。
【請求項３】
　前記締付け部材は、前記ネジ結合部の結合が外れた状態において、前記当接位置から前
記当接面が前記係合面に対して退避する方向に移動可能であることを特徴とする請求項２
に記載のレンズ鏡筒保持装置。
【請求項４】
　前記当接面は、前記締付け部材の全周にわたって設けられていることを特徴とする請求
項１から３のいずれか１つに記載のレンズ鏡筒保持装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、レンズ鏡筒を三脚に取り付けるために用いられるレンズ鏡筒保持装置に関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　交換レンズ鏡筒を三脚に取り付ける際に台座として使用されるレンズ鏡筒保持装置には
、次のようなものがある。
【０００３】
　（Ａ）レンズ鏡筒の外周を囲むリング状の鏡筒取付け部を、該レンズ鏡筒の光軸に対し
て放射方向に配置されたネジで直接又は緩衝部材を介して締め付けることによってレンズ
鏡筒を保持するレンズ鏡筒保持装置。
【０００４】
　（Ｂ）リング状の保持部材の一部に切れ目（スリワリ）を形成し、切れ目の両側の部分
同士をネジで締め付けることによって所要の締め付け力が作用するようにすることで、レ
ンズ鏡筒を保持するレンズ鏡筒保持装置（特許文献１，２参照）。
【０００５】
　（Ｃ）円弧状の２つの保持部材一端同士を回動可能に結合し、両保持部材を開いてレン
ズ鏡筒をこれら保持部材の内側に配置し、クランプネジを用いてレンズ鏡筒を締め付けて
保持するようにしたレンズ鏡筒保持装置（特許文献３参照）。手持ち撮影する場合には、
クランプネジを緩めてレンズ鏡筒をレンズ鏡筒保持装置から取り外すことができる（特許
文献３参照）。
【０００６】
　（Ｄ）レンズ鏡筒のレボルビング位置を調整、保持するリング部と、三脚に固定するた
めの台座部とが着脱できるようにしたレンズ鏡筒保持装置（特許文献４参照）。
【０００７】
　（Ｅ）円弧状の２つの保持部材一端同士を回動可能に結合し、両保持部材を開いてレン
ズ鏡筒を両保持部材の内側に配置し、一方の保持部材に設けた偏心カムを他方の保持部材
の壁面に当接させて回転させることで、レンズ鏡筒を締め付け保持するようにしたレンズ
鏡筒保持装置（特許文献５参照）。
【特許文献１】特開平５－２４９３５７号公報（段落００１３、図１等）
【特許文献２】特開平５－２４９３５６号公報（段落００１１、図１等）
【特許文献３】特開２００３－３３７２７５号公報（段落０００２、図８等）
【特許文献４】特開２００３－３３７２７５号公報（段落００１５～００２２、図１，２
等）
【特許文献５】特開２００１－５９９８９号公報（段落００３０～００３７、図１等）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
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　しかしながら、上記（Ａ）のレンズ鏡筒保持装置は、次の（ａ）～（ｄ）に示す欠点を
有している。
【０００９】
　（ａ）レンズ鏡筒（鏡筒取付け部）におけるネジが当接する点に多大な荷重が掛るため
、レンズ鏡筒が変形しやすい。このため、鏡筒取付け部に装着されるレンズ鏡筒自体を増
強する必要がある。
【００１０】
　（ｂ）レンズ鏡筒の荷重がネジとそのネジとは光軸を挟んで反対側に配置されたネジと
を結んだ線の方向に掛かるため、これと直角方向にガタが生じやすい。
【００１１】
　（ｃ）ネジを十分に締め込まないと、レンズ鏡筒が保持装置に対して傾く。
【００１２】
　（ｄ）鏡筒取付け部が一体のリング形状を有するため、レンズ鏡筒を該鏡筒取付け部か
ら取り外す際には、レンズ鏡筒とカメラとを分離してからレンズ鏡筒を鏡筒取付け部から
引き抜くようにする必要がある。
【００１３】
　また、上記（Ｂ）のレンズ鏡筒保持装置では、スリワリ構造によって荷重の集中などの
不備は解消できるが、保持部材がリング状であるために、レンズ鏡筒の取り外しの際に（
ｄ）のような問題が残る。
【００１４】
　さらに、上記（Ｃ）のレンズ鏡筒保持装置では、レンズ鏡筒の着脱に際してクランプネ
ジをかなりの数回転させる必要があり、操作性が悪く、素早い着脱を行うことができない
。
【００１５】
　また、上記（Ｄ）のレンズ鏡筒保持装置では、レンズ鏡筒のレボルビング位置を固定す
る手段としてクランプネジの締め込みによりレンズ鏡筒を押さえつけているため、（Ａ）
のレンズ鏡筒保持装置の問題点である（ａ）～（ｃ）と同様の問題が発生する。
【００１６】
　そこで本発明は、レンズ鏡筒の着脱が容易で、かつレンズ鏡筒を確実に保持し、さらに
はレンズ鏡筒に過度の負荷が掛からないようにしたレンズ鏡筒保持装置を提供することを
目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　上記の目的を達成するために、本発明のレンズ鏡筒保持装置は、第１の保持部材と、該
第１の保持部材に開閉可能に取り付けられ、第１の保持部材とともにレンズ鏡筒を締め付
けて該レンズ鏡筒を保持する第２の保持部材と、第２の保持部材にレンズ鏡筒を締め付け
るための力を作用させる締め付け機構とを有する。そして、締付け機構は、第２の保持部
材に設けられた係合面と、第１の保持部材に設けられ、回動操作されることによって係合
面に対して進退するよう直進移動し、かつ係合面に当接可能な当接面を備えた締付け部材
とを有する。さらに、当接面と係合面のうち少なくとも一方は、締付け部材の移動方向に
対して傾きを有する。締め付け部材は、回動操作に応じて直進移動する第１の部材と、上
記当接面を備え、第１の部材に対して相対回転可能な状態で取り付けられた第２の部材と
を有して構成されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明では、レンズ鏡筒を保持する部材（第１および第２の保持部材）を開閉可能な２
分割構造とし、かつ締付け部材を直進させることにより、少なくとも一方が該直進方向に
対して傾きを有する当接面と第２の保持部材の係合面との当接によって、第２の保持部材
にレンズ鏡筒を締め付ける力を作用させる。このため、本発明によれば、レンズ鏡筒の着
脱が容易で、かつレンズ鏡筒をガタなく確実に保持することが可能で、さらにレンズ鏡筒
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に過度の負荷が掛からないレンズ鏡筒保持装置を実現することができる。
 
【００１９】
　ここで、当接面と係合面とが摺動し、摩耗しても、締付け部材の直進量を調整すること
によって、第２の保持部材に適切な締め付ける力を作用させることができるので、レンズ
鏡筒の着脱操作に対する耐久性の高いレンズ鏡筒保持装置を実現することができる。また
、締め付け部材が、回動操作に応じて直進する第１の部材と、上記当接面を備え、第１の
部材に対して相対回転可能な状態で取り付けられた第２の部材とを有することにより、レ
ンズ鏡筒の着脱時における当接面と係合面の摺動による摩耗を少なくすることができるた
め、より耐久性の高いレンズ鏡筒保持装置とすることができる。
【００２０】
　また、締付け機構に、締付け部材を回動操作に応じて直進させるネジ結合部を設け、該
ネジ結合部の結合が外れた状態において、締付け部材が付勢部材の付勢力によって上記当
接面が上記係合面に当接する当接位置に保持されるようにすることで、該装置からのレン
ズ鏡筒の取り外し時にネジ結合部を緩めただけではレンズ鏡筒の締め付けが完全に解除さ
れない。したがって、不用意にレンズ鏡筒を落下させるような事態の発生を防止すること
ができる。
【００２１】
　なお、上記ネジ結合部の結合が外れた状態において、締付け部材を、上記当接位置から
当接面が係合面に対して退避する方向に移動可能とすることにより、レンズ鏡筒の装着時
に第２の保持部材の係合面が形成された部分を締付け部材を直進方向に移動させながら押
し込む操作や、レンズ鏡筒の着脱時に締付け部材を退避方向に引く操作を行うことができ
、該装置のレンズ鏡筒の着脱を容易に行うことができる。
 
【００２３】
　なお、上記当接面を締付け部材の全周にわたって設けることにより、締付け部材の回動
位置にかかわらず、第２の保持部材に上記締め付け力を作用させることができる。また、
締付け部材の回動位置にかかわらず、第２の保持部材の係合面が形成された部分を締付け
部材を直進方向に移動させながら押し込む操作をすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下、本発明の実施例について図面を参照しながら説明する。
【実施例１】
【００２５】
　図１には、本発明の参考技術例（以下、実施例１という）である固定用台座（レンズ鏡
筒保持装置）を分解して示す。また、図２には、上記固定用台座の断面を示す。
 
【００２６】
　また、図４には、上記固定用台座を用いてレンズ鏡筒を三脚に固定した状態を示す。図
４において、４０は三脚であり、４１は該三脚に設けられた雲台である。雲台４１の上面
には、固定用台座１００が配置されている。この固定用台座１００の台座部１ｄは、雲台
４１に不図示の固定ネジにより固定される。そして、固定用台座１００には、レンズ鏡筒
５０が保持されている。なお、図示はしないが、固定用台座１００により保持されたレン
ズ鏡筒５０のマウント部５０ａには、一眼レフカメラが装着される。
【００２７】
　図１、図２において、１は第１の保持部材としての台座本体であり、台座部１ｄと、円
弧形状に形成された固定保持部１ｅとを有する。固定保持部１ｅの一端には、台座ヒンジ
部１ａが設けられている。また、固定保持部１ｅの他端には、後述する締付け機構の操作
部を保持する締付け機構保持部１ｂが設けられている。図２に示すように、締付け機構保
持部１ｂは、固定保持部１ｅの内周面よりも径方向外方にシフトして設けられており、該
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シフトによって空いた溝状のスペースは、後述する締付け保持部材２の係合部２ｂが収容
される収容部１ｉとなっている。
【００２８】
　さらに、固定保持部１ｅにおける台座ヒンジ部１ａと締付け機構保持部１ｂとの間の内
周面には、レンズ鏡筒５０の外周面に接触して、固定保持部１ｅに対するレンズ鏡筒５０
の滑り（回転）やレンズ鏡筒５０の外周面への傷付きを防止するためのバンド布（植毛布
）１４が貼り付けられている。
【００２９】
　２は第２の保持部材としての締付け保持部材である。この締付け保持部材２は円弧形状
に形成されており、その一端には、台座ヒンジ部１ａに圧入ピン１１を用いて開閉回動自
在に取り付けられる締付けヒンジ部２ａが設けられている。また、締付け保持部材２の他
端における外周面には、締付け機構の一部を構成する突起形状の係合部２ｂが形成されて
いる。該係合部２ｂにおける円弧長方向の内側には傾斜面（係合面）２ｃが形成されてお
り、円弧長方向の外側には、径方向外方に向かって凸の曲面２ｄが形成されている。傾斜
面２ｃは、後述する締付け軸部材４の先端に形成された円錐部４ａに当接して、該円錐部
４ａの周面（当接面）から締め付け力を受ける面である。
【００３０】
　締付け保持部材２における締付けヒンジ部２ａと係合部２ｂとの間の内周面には、前述
したバンド布１４と同様のバンド布１５が貼り付けられている。
【００３１】
　なお、図２に示すように、台座本体１の固定保持部１ｅは、レンズ鏡筒５０を保持する
中心位置（レンズ鏡筒５０の光軸にほぼ一致する位置）Ｌを中心として、右下位置から中
心位置Ｌの真下を通った左上位置までの約１８０度の範囲に設けられている。また、台座
本体１に対して閉じ状態の締付け保持部材２は、左上位置から中心位置Ｌの真上を通った
右下位置までの約１８０度の範囲に設けられる。
【００３２】
　図１において、３はネジ受け部材であり、台座本体１の台座部１ｄに形成された受け部
１ｃ内に挿入され、ビス１３により台座部１ｄに固定される。ネジ受け部材３の内側には
、下方に向かって開口した雌ネジ部（図示せず）が形成されており、この雌ネジ部に、図
４に示した三脚４０の雲台４１に下側から差し込まれた上記固定ネジ（雄ネジ）を締め込
むことによって、台座本体１が雲台４１に固定される。
【００３３】
　次に、台座本体１側に設けられた締付け機構の操作部の構成について説明する。図１お
よび図２において、締付け部材としての締付け軸部材４の後端にはキー部４ｆが形成され
ており、ここには締付けつまみ５が一体回転可能にキー結合する。締付けつまみ５の頭面
に形成された穴部（付番せず）に雄ネジ６が挿入され、該雄ネジ６がキー部４ｆに形成さ
れた雌ネジ部４ｇに締め込まれることにより、締付けつまみ５が締付け軸部材４に固定さ
れる。なお、締付けつまみ５の頭面には、雄ネジ６の頭部を覆うように円板形状のカバー
プレート７が取り付けられる。
【００３４】
　締付け軸部材４の軸方向中間位置には、締付け軸部材４の数回転（例えば、３回転）に
相当する周方向長さを有する雄ねじ部４ｂが形成されている。また、締付け軸部材４の雄
ねじ部４ｂよりも先端側は、一段径が小さくなった小径部４ｃとなっている。この小径部
４ｃの先端には、先端側ほど径が小さくなる、すなわち締付け軸部材４の軸方向に対して
傾きを有する円錐形状の当接面を全周にわたって有する円錐部４ａが形成されている。さ
らに、小径部４ｃの中間位置には溝部４ｄが形成されている。
【００３５】
　このように形成された締付け軸部材４は、軸保持部材８の内周に形成された貫通穴部８
ａに挿入される。貫通穴部８ａの先端側の内周面には、締付け軸部材４の雄ネジ部４ｂが
結合可能な雌ネジ部８ｂが形成されている。締付け軸部材４を回転させて雄ネジ部４ｂを
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雌ネジ部８ｂに結合させていくことにより、締付け軸部材４をその軸方向に直進移動させ
ることができ、締付け保持部材２の係合面２ｃに対して進退させることができる。
【００３６】
　また、締付け軸部材４の小径部４ｃの外周には、コイルバネ９が配置される。そして、
このコイルバネ９の後端は、軸保持部材８の内周における雌ネジ部８ｂよりも先端側に形
成された段部（貫通穴部８ａよりも内径が一段大きい部分）８ｃに突き当てられる。さら
に、締付け軸部材４の溝部４ｄには、Ｅワッシャ１０がはめ込まれる。Ｅワッシャ１０に
は、ある程度圧縮された状態のコイルバネ９の先端が突き当たる。これにより、締付け軸
部材４は、軸保持部材８に対して先端方向に付勢された状態で組み付けられる。
【００３７】
　そして、このように締付け軸部材４が組み付けられた軸保持部材８は、台座本体１の締
付け機構保持部１ｂの内側に形成された貫通穴部１ｇ内に挿入される。締付け機構保持部
１ｂの側面の穴１ｈに挿入されたビス１２が、軸保持部材８の側面に形成された雌ネジ部
８ｄに締め込まれることにより、軸保持部材８（すなわち、操作部）が締付け機構保持部
１ｂ（すなわち、台座本体１）に固定される。
【００３８】
　以上のように構成された固定用台座１００に対するレンズ鏡筒５０（図４参照）の装着
および取り外し手順について説明する。
【００３９】
　はじめに固定用台座１にレンズ鏡筒５０を装着する場合について説明する。ここでは、
図２に示すように、締付け保持部材２の係合部２ｂが、台座本体１に形成された収容部１
ｉ内に収容され、締付け軸部材４の雄ネジ部４ｂが軸保持部材８の雌ネジ部８ｂに結合し
て、締付け軸部材４の円錐部４ａが係合部２ｂの傾斜面２ｃに当接しているものとして説
明する。
【００４０】
　まず、装着の準備操作として、締付けつまみ５を反時計回り方向に回動操作し、締付け
軸部材４を同方向に回転させ、雄ネジ部４ｂと雌ネジ部８ｂとの結合を外す。この状態で
は、後述するように、コイルバネ９の付勢力によって、まだ締付け軸部材４の円錐部４ａ
が締付け保持部材２の係合部２ｂの傾斜面２ｃにある程度の力で当接し、収容部１ｉから
の係合部２ｂの抜け（つまりは、締付け保持部材２の台座本体１に対する開方向への回動
）を阻止している。以下、締付け軸部材４のこの状態の位置を初期位置という。
【００４１】
　このため、次に締付けつまみ５を固定用台座１の径方向外側（締付け軸部材４の後端方
向：以下、単に外側という）に引いて、円錐部４ａを傾斜面２ｃに対して退避させ、その
上で締付け保持部材２を台座本体１に対して開方向に回動させる。なお、締付けつまみ５
の引き操作を止めると、コイルバネ９の付勢力によって、締付け軸部材４は初期位置に戻
る。
【００４２】
　こうして締付け保持部材２を開いた後、台座本体１の固定保持部１ｅ上に、レンズ鏡筒
５０を載せる。そして、締付け保持部材２を閉じて、係合部２ｂを台座本体１の収容部１
ｉ内に挿入する。このとき、係合部２ｂが締付け軸部材４の円錐部４ａに当たらないよう
に締付けつまみ５を外側に引いておいてもよいし、係合部２ｂにおける傾斜面２ｃとは反
対側に設けられた曲面２ｄで締付け軸部材４の円錐部４ａを外側に押しながら係合部２ｂ
を収容部１ｉ内に押し込んでもよい。係合部２ｂが収容部１ｉ内に入り、締付け軸部材４
が初期位置にある状態では、コイルバネ９の付勢力によって、締付け軸部材４の円錐部４
ａが係合部２ｂの傾斜面２ｃに当接する。この状態でのレンズ鏡筒５０の締め付け力は、
レンズ鏡筒５０のがたつきはないが、光軸Ｌ回りでの回転は可能な程度のものである。し
たがって、光軸Ｌを中心とした任意の回転位置にレボルビング操作が行うことができる。
【００４３】
　次に、締付けつまみ５を時計回り方向に回動操作すると、締付け軸部材４の雄ネジ部４
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ｂが軸保持部材８の雌ネジ部８ｂに結合していき、それとともに締付け軸部材４が初期位
置から先端方向（固定用台座１の径方向内側：図２に矢印Ａで示す方向）に直進する。こ
れにより、締付け軸部材４の円錐部４ａが、締付け保持部材２の係合部２ｂの傾斜面２ｃ
を図２中の矢印Ｂ方向に押しながら傾斜面２ｃに対してスライドする。これにより、締付
け保持部材２には、レンズ鏡筒５０を台座本体１の固定保持部１ｅとともに締め付ける力
が作用することになる。言い換えれば、固定保持部１ｅと締付け保持部材２の内径が縮ま
っていく。
【００４４】
　そして、レンズ鏡筒５０ががたつきなく締め付けられた時点（以下、この状態を締め付
け完了状態という）で締付けつまみ５の回動操作を止めればよい。こうして、以上説明し
た簡単な操作で、レンズ鏡筒５０を固定用台座に確実に装着することができる。
【００４５】
　なお、本実施例において、円錐部４ａが係合部２ｂの傾斜面２ｃに対して摺動し、少な
くとも一方が摩耗しても、締付け軸部材４の直進量を調整することによって、常に適切な
締め付け力を作用させることができる。したがって、レンズ鏡筒５０の着脱操作に対する
耐久性の高い固定用台座とすることができる。
【００４６】
　次に、固定用台座１からレンズ鏡筒５０を取り外す場合について説明する。取り外す際
の操作は、前述したレンズ鏡筒装着時の準備操作と同様の過程で、まず締付けつまみ５を
反時計回り方向に回動操作して、雄ネジ部４ｂと雌ネジ部８ｂとの結合を外し、その後、
締付けつまみ５を外側に引いて、締付け保持部材２を台座本体１に対して開く。そして、
台座本体１の固定保持部１ｅ上からレンズ鏡筒５０を外せばよい。
【００４７】
　ここでは、特に締付けつまみ５を回動操作して、雄ネジ部４ｂと雌ネジ部８ｂとの結合
を外した時点の状態（初期状態）を図３を用いて説明する。なお、図３には、締付け保持
部材４と係合部２ａの周辺のみを示しており、締付けつまみ５は省略している。
【００４８】
　図３に示すように、初期状態では、締め付け完了状態に比べて、締付け軸部材４の円錐
部４ａは、締付け保持部材２の係合部２ｂの傾斜面２ｃにおける外側部分に当接している
。この状態では、締め付け完了状態に比べて、締付け保持部材２に作用するレンズ鏡筒５
０の締め付け力は若干弱くなるが、コイルバネ９は締め付け完了状態よりもさらに圧縮さ
れており、コイルバネ９が締付け軸部材４を先端方向（図中の矢印Ａ方向）に付勢する付
勢力の大きさも大きくなる。
【００４９】
　したがって、締付け軸部材４は、雄ネジ部４ｂと軸保持部材８の雌ネジ部８ｂとが結合
していなくても、ある程度大きな力で締付け保持部材２の係合部２ｂ（傾斜面２ｃ）を押
さえ込んでいる。このため、その力に打ち勝つ大きさで係合部２ｂが開き方向に抜かれな
い限り、締付け保持部材２を台座本体１に対して開くことができない。これにより、レン
ズ鏡筒５０の取り外し途中（雄ネジ部４ｂと雌ネジ部８ｂとの結合が外れた状態）で、不
用意にレンズ鏡筒５０が固定用台座から脱落するような事態を回避することができる。ま
た、この状態でのレンズ鏡筒５０の締め付け力は、レンズ鏡筒５０のがたつきはないが、
光軸Ｌ回りでの回転は可能な程度のものである。したがって、光軸Ｌを中心とした任意の
回転位置にレボルビング操作が行うことができる。
【００５０】
　なお、本実施例では、締付け軸部材４および締付けつまみ５を別部材により構成し、ま
た軸保持部材８と締付け機構保持部１ｂとを別部材により構成し、さらには台座部１ｄと
ネジ受け部材３とを別部材により構成したが、これらをそれぞれ一体部品としてもよい。
【実施例２】
【００５１】
　図５には、本発明の実施例２である固定用台座１００’の断面を示す。本実施例におい
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て、基本的な構成要素は実施例１と同様であり、共通する構成要素には実施例１と同符号
を付して説明に代える。
【００５２】
　実施例１では、締付け軸部材４に一体に円錐部４ａを設けた場合について説明したが、
本実施例では、締付け軸部材（第１の部材）４’の先端に軸部４ｍを形成し、この軸部４
ｍの外周に、円錐形状の当接面が全周にわたって形成された円錐部材（第２の部材）２０
を取り付けている。締付け軸部材４’と円錐部材２０は、軸部４ｍを中心として相対回転
が可能である。
【００５３】
　この構成によれば、締付け保持部材２の係合部２ｂの傾斜面２ｃに、円錐部材２０の当
接面が当接した状態では、締付け軸部材４’が回動しても、円錐部材２０は傾斜面２ｃと
の摩擦により回動しない。このため、実施例１のように円錐部４ａが傾斜面２ｃに対して
回転摺動する場合に比べて、傾斜部２ｃおよび円錐部材２０の当接面に発生する摩耗が少
なくなる。したがって、実施例１に比べて、より耐久性のある固定用台座を実現すること
ができる。
【００５４】
　なお、上記各実施例では、締付け軸部材４，４’を回動操作することによって、円錐部
４ａ又は円錐部材２０を締付け保持部材２の係合部２ｂ（傾斜面２ｃ）に対して進退する
よう直進させる構成について説明したが、締付け軸部材を回動操作を介さずに直進操作で
き、かつその直進量を調節（あるいは所定の直進位置で保持）できる構成を採ってもよい
。このような場合においては、実施例１，２に示したように全周にわたる円錐面を有する
円錐部４又は円錐部材２０を設けなくてもよく、締付け保持部材２の傾斜面２ｃに当接し
得る範囲のみが締付け軸部材４’，４’の軸方向に対して傾きを有する当接面として形成
されていてもよい。
【００５５】
　さらに、上記各実施例では、締付け保持部材２の係合部２ｂが、締付け軸部材４，４’
の直進方向に対して傾きを持つ係合面（２ｃ）を有する場合について説明したが、本発明
は必ずしもこれに限られるわけではなく、例えば、図６に示すような突起形状の係合部２
ｂ’としてもよい。一方、上記各実施例では、締付け軸部材４，４’の先端部に、円錐形
状の当接面（４ａ）を設けた場合について説明したが、該当接面は、円錐形状以外の形状
、例えば、図７に示すように、半球面形状の当接面４ａ’を有していてもよい。すなわち
、当接面と係合面の少なくとも一方が、締付け軸部材の直進方向に対して傾きを持ってい
ればよい。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】本発明の実施例１である固定用台座の分解斜視図。
【図２】実施例１の固定用台座の断面図。
【図３】実施例１の固定用台座の部分拡大図。
【図４】実施例１の固定用台座の使用形態を示す図。
【図５】本発明の実施例２である固定用台座の断面図。
【図６】上記実施例の変形例を示す図。
【図７】上記実施例の変形例を示す図。
【符号の説明】
【００５７】
　１　台座本体
　１ａ　台座ヒンジ部
　１ｂ　締付け機構保持部
　２　締付け保持部材
　２ａ　締付けヒンジ部
　２ｂ，２ｂ’　係合部
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　２ｃ　傾斜面
　４，４’　締付け軸部材
　４ａ　円錐部
　５　　締付けつまみ
　８　軸保持部材
　９　コイルバネ
　１０　Ｅワッシャ
　１４，１５　バンド布
　２０　円錐部材
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【図２】
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